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|開催趣旨|

リハビリテーションとは「全人間的復権」としヴ意味の言葉で、医療だけでない、総合的なもの

です。

本研究大会は、さまざまな分野の専門家と当事者が力を合わせて「総合リハビリテーションJを

一緒に考えていくことが特色です。

リハビリテーションをめぐる状況は大きく変化しています。生活機能が低下した人たちゃ関与す

る専門職が増え、また当事者や家族の積極的な参加が求められ、真の連携システムやプログラ

ムが必要になってきました。

「総合リハビリテーション」のあり方や進め方について再考し、原点に戻って皆で力を合わせて

創っていくことが大きな課題です。そこで、一昨年から3回(3年)連続して「総合リハビリテーション

の新生Jという共通テーマを掘り下げていくこととしています。

今回は、地域リハビリテーションの実践をとおして「総合リハビリテーション」を追及するとともに、

分科会では3年間の総括的議論も行う予定です。



基調講演資料

「総合リハビリテーションの実現に向けて

~地域リハピリテーションの実践から""'J

第 35回総合リハビリテーション研究大会

「総合リハビリテーションの新生をめざして illJ 

~地域での実践から~

2012年 9月 21日・ 22日
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1977年9月21-22日
第1回大会 :リハビリテーション交流セミナ-'77
実行委員長:松本征二/事務局:東京コロニー

1991年12月5-6日
第14回総合リハビリテーション研究大会
テーマ 変革期におけるリハビリテーションを問う
実行委員長:小川 孟/事務局 :障害者リハ協会

2010年9月3......4日
第33回総合リハビリテーション研究大会 ⑤祖阪、
テーマ・総合リハビリテーションの新生を目指して『雪r
2010-2012年の3年計画(大川弥生→臓弁克徳→伊藤~
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グノ1どヅテーショニノの紙芝含

.1969年 :WHO 

リハビリテーションとは、医学的、社会的、教育的、

職業的な手段を組み合わせ、かっ相互に調整して、

訓練あるいは再訓練することによって、障害者の

機能的能力を可能な最高レベルに達せしめること

である 渓

訴訟9 グノ E どヅデーショニノ古シターの11JF1~
兵庫県玉津福祉センター 1969年
神奈川県総合リハビリテーションセンター 1973年
長野県身体障害者リハピリテーションセンター 1974年
広島県立身体障害者リハビリテーシヨンセンター 1978年
国立身体障害者リハビリテーションセンター 1979年
千葉県千葉リハビリテーシヨンセンター 1981年
埼玉県障害者リハビリテーションセンター 1982年
奈良県心身障害者リハピリテーシヨンセンター 1987年
横浜市総合リハビリテーションセンター 1987年
名古屋市総合リハビリテーションセンター 1989年
(改称)兵庫県立総合リハビリテーションセンター 1992年
(改称)鰭玉県総合リハビリテーションセンター 唱2・9

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター 19~屯
広島市総合リハビリテーションセンタ:Il婦、ー，
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機能・形態障害

園2001年:ICF(国際生活機能分類)

心身機能・身体構造

Impairment 時 Body functions & structures 
(1 mpa i rments) 

能力低下

Disabi I ity 

社会的不利

Handicap 

活動

-bAGti vity 
(Activity I imitations) 

参加

時 Participation 禽富島
(Partici市逼E掛
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aiO，の，1ft.. 暑の.If.概祭給じ2001丘12.13探知
-2008，牢'51/38/6.溺ー

この条約は、すべての障害者によるすべての人纏と基本的
自由の完全で平等な享受を促進・保護・確保すること、また
陣容者の固有の尊厳の草重を促進することを目的とする

〈リハピリテーション関連の条文〉
1. 16条:虐待の対象となった障害者の、身体的・飽知的・心
理的な回復と~lIt' 1)トシ坊、そして社会への再統合を促進する
こと

2. 25条:障害に基づく差別なしに到達可能な最高水準の健康
を享受する権利を偲める.

3. 26条:特に保健、雇用、教育、社会トピZの分野において、
ハピリトシヨ〉と1)l¥t'1)←泊〉の、包括的なトピZとプログラiA~也贋B
し、強化し、鉱張する。....哩... 

4. 27条:陣容者の、他の者と平等な労働の権利を箆僧岳民当

.We 1)/¥どグデーショシ

リハピリテーシヨン

/CAの結成要素局の宿Z炉原

健康状態
(変調または病気)

一|活動|ー|参加|

|個人因子| |環境因子 I~

原害者基本涯のiJtJEじ2011字811.ノ
1 ，法の目的

障害者があらゆる分野において分け隔てられることなく、
他者と共生することができる社会の実現を新たに規定した.

2.障害者の定韓
身体障害、知的障害、精神障害{先達障害を含む)、そ

の他の心身機能の障害と明飽した。また、 「社会モデルJ
の考え方を踏まえ、障害者が日常生活または社会生活にお
いて受ける制限の原因となる『社会的な障壁』について規
定した.

$社会的障壁:日常生活及ぴ社会生活を営むうえで障壁となるような、
社会における事物、制度、慣行、観念など

3.差別禁止
「権利条約」の趣旨を踏まえ、障害者が社会的障歯肉盤角

去を必要とし、かつ、そのための負担が過室でない場哩島，
Iま、これを除去するための措置が実施さえれなけれ，1t..Jtt.!、
ない旨を規定した。 ‘'、包F

!lf35/e1 
訴審‘会ゲハどグデーシgシ研究式会

総合リハビリテーションの新生を目指して
一地域での実践からー

1 .利用者を中山とレたチームアプローチ

2.医学モデル&社会モデル

一ー統合モデルを基盤とした活動の追及

~I 1 3 笠宮-2ぉ臨F~
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告豆亘B @韮.t~-) @豆.t~t-) @豆豆B

傷後揖曇支鐙センヲー
{在宅リハセン~ー}

歯車合リハゼンヲ-l史E相聞附J 司 t

聞血管医実~~-9り年 ..............._-".，... 
1 1 市7堕
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在宅きヅノIどγテーショシ・デーム (6IJiJt，持ノ

保健所+福祉事務所
(事務局)

総合リハセント

(障害者

更生相談所)

訪問看謹ステサヨ〉

宅介護支援

センター

~ 

品雪深ifi;訴訟‘話予ヅハど‘グテーショシ-l!シタ一井f!1t

【基本的な考え方】

* 障害児者に対する憲法25条(生存権)の保障
* 行政サービスとしての基盤を構築

(障害児者+高齢者)

【システム構築の目的】

本a生から成人に至る一貫したリハビリテーシヨン
の提供

本発症から地域・在宅~社会参加に至る連続し孟 -

リハビリテーションの提供 、哩F
女 以上をマネージメン卜する中核施設G^通
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盆:環身芸空席事業/J:~'，の五切実

行?!:~\惨い

合助者 21..
以上

合助者 11..

自立

J 
(厚生省:日常生活自立度)
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費用溺手ぎの'ttJ1fI!J (~ii，叙;{!f:携j

y 
費用
(万円)

150 I 

75 

諸君置き型 盤置型(11込み式)

摩ZS，ZS者盆2苦境JiJ:UJ奪事業の概要
-高齢者・障害者の生活環境を、長〈在宅生活を維持しうる適切な11境に聾える

ためのf住宅改造費』と『自立支録後器婦人費・股置費Jの助成を行う.

(1)住宅改造費

助成限度額 .障害者120万円・高齢者100万円

対象者 .①身体障害者手帳1・2級の方、または1035以下の方

②身体障害者手帳3級かつ 1050以下の方

③要介護飽定で『要支援jまたは「要介3Jの方

(幻自立支緩機器(陣容者)

機器属天重量三蔵置工事喪

移動リフト 100万円

階段昇降機 100 
段差解消機 55 
環境制御装置 60 
コミ1ニヤーシヨ〉機著書 30 

4075円 1下 際 問 問即

2O J I ・ 2f11~.時指9
7 国側麗u X"
3 ・Z伽州自白・m

IEfi!J t;;.~ e'iごJ:.-5線影法f7'e@fD，の概念

i干す床:1 I 
|平」壬実
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リハビリテーシヨン・スポーツ

-体力の向上

・精神・心理面の活性化

・自立性の向上

・社会性の獲得(再獲得)

機

能

練

割11
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指街rtj-藷彦/ご'I!IJす.[}f)普請'i(S*) 

1.死者数:増加傾向にある。

平成20年:7.170人(家庭内:2.560人)

2.年齢階層別死亡率(人/10万人)

45-64歳:0.8人 Vs 80歳-:28.5人

3.介自室事故の80%を占めている。

4.転倒リスク

バランス低下、筋力低下、視力低下、注意力低下、

漢の副作用、外的要因

5.介霞側のリスク

環境やシステムが朱整備

介館者の無関心、注意力低下、未熟な技能

ォ'iJf~~税度1t5fi/.ごJ:.[} Ji!!fiIff -/llJIA.点

社会資顕の充実

く問題点>

ホ地域連携:行政機関中心ー+ケアマネジャー中心

(行政責任の縮小/機関連携→個人連携)

く評価点>

穿揮に!.Uf.s
一当EのIJfl/lle 1iI!s-

*制度利用:介護保険優先(寧いすetc.) 

介護保険はるサーピスに限定.~

~ 

(穿笹i

福祉サービスに係る共遜際題
①給付等の体来、施股・サービス体系
②上飽に係る事業指定、指導監督等の事務執行体制
③ 利用者負鎮の体系、国・都道府県の補助制度の仕組み

病院・診療所

訪問看霞Zトション

地織ケアプラザ

地域活動ホーム

中活センター

総合リI\i!~'
(障害者

更生相談所)

圏範
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/!lJlsh書にがす.lJ厳たT.tl/JI:J拍fみ (1tIflfR.成j

地域連携問題への対策

1)ケアマネジャーの教育強化

2)地織り機関(訪問看護ストシル・地織包括支援セント・地域

活動車-Aetc.)に対する技術支援を強化ーゅ拠点化

制度利用上の問題(介護保障優先)への対策
1)福祉用具の選定・チェックに関する制度の見直しetc.
2)地域作機関への支媛強化

(一間1 一事業"".0)，*i1:~ 

中道~w，のグノ hどグテーショシ
-I.I!症 (/BI11/(11) / ¥ fiIIl揮o..i宮λノー

期復

訓
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一

一期

締
一
鮒

3-6M 9M-12M 

慢性期(維持期)

救急医療

一般医療

急性期リJ

. 障寄者支緩施段
医学リハピ |望望:自期間 I(社会.職裳リ1)1ハ、
く回復期リハ病様〉

(機能訓練-

ADL訓練など>11地域リハ・保健・
福祉サービス

診療語'1M鋭度改定/ご，;.() jififiIlj . /lIfla/;膏

く評価点>

く問題点>

*入院期聞の短縮 :医療的問題の継続対応

*療聾型病床群の誠:医療的問題のある障害者が増加

聾謹よの問題が増加

*福祉制度の未整備:障害留定が遅い

ー，福祉施設の利用困難白血唾

自立訓練内容の不備~

急性期リハビリテーションの充実

中盤摩書のグハどグテーシzニノ
-<t ~-
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陣容者支援施被
就労・社会生活緩 11験裳生活

(医学リ11+社会・職業リJI)

地織りハピリテ-~
"自立生活

{医学1)1¥+社会リハ)

←ー 医療保険 一ー←ー介護保険/社会福祉

ÆJ11Æ点}ごïJ9tJ~M/E/;tllft;)AD.み湿度度成) I 新た8煙害/ごlllT-lJ /llJIa/;書

入院期間短縮への対策
1)在宅リハ・チームへの医療専門職の配置と

役割強化
2)地域医療機関&回復期リハ病樟との連携強化

福祉制度への対策
1)陣害寵定に関わる制度の見直しetc.

2)自立支援訓練の充実

~ 

1 .高次脳機能障害

*治療・医学的リハビリテーションの効果に限界がある.

*長期にわたるリハビリテーションが必要である.

(長期経過の中で一定の改善が見込める)

命障害が見えず、周囲の理解が得られない.

2.先遣障害(成人)

*治療やりハピリテーション・サービスが欠如している.

*障害が見えないうえに歪められ、適切な診断・対ar:.iP

国雛な状態にある~
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*高次脳機能障害への対策

1)医学的リハビリテーション技術の開発

2)長期にわたるフォローアップ体制の確立

3)地減における専門施設の増設

4)広報活動の強化

*発達障害者への対策
1)療育からの一貫したりハピリテーションの継続体制

2)教育機関との連機・支緩(多機性の拡大

3)地域サービス機関の充実 、頃毘〆

*発達障害者支援センタ-etc.との役割分担と連溌揖輩、

9 

芳彦摩書すこか"9?SlJX tJ，f1D，み
-1草枕と諜留一

総会グハどヅテーショシ古ンターの{ffif(/

1 .現場におけるニーズ把握

2. 対応策の検討ー→技術の習得

3. サービスの実践ー→実証(効果を確認)

4. 政策提言

5.サービス・システムの構築

6. リハビリテーション技術の研究・開発

人材育成

7. 広報一時リハビリテーションの普及 、哩V



シンポジウム 1 資料

「総合リハピリテーションの視点から災害を考える」

一東日本大震災での実態把握にもとづいてー

第 35回総合リハビリテーション研究大会

「総合リハピリテーションの新生をめざして illJ 

~地域での実践から~

2012年 9月 21日・ 22日
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総合リハピリテーションの視点から災害を考える

一東日本大震災での実態把握にもとづいて ー

【本シンポジウムの趣旨】

座長:大川弥生

シンポジスト:海老沢真

西津心

丹羽登

大川弥生

「災害時とは、平常時の体制の優れた点も問題点も、共に顕著に現れる時Jと位置づけ、

「災害に関して得られた知見を、平常時の総合リハピリテーションの取り組みにも生かすJ

ことを目的とした本シンポジウムは、 3回目を迎えた。

1回目(第33回研究大会)では、これまでの状況についての共通認識と今後の課題を

主としたが、その後東日本大震災が発生し、昨年の 2回目(第34回大会)は、東日本大

震災での現地での取り組みに立って今後の課題を明らかにした。いずれも災害を特別な事

態として捉えるだけでは不十分だ、との問題意識に立って行ってきたものである。

今年は東日本大震災での実態把握に基づいて論じることとする。

災害時支援の新たな課題:“防げたはずの生活機能低下"

- ICFに基づく生活機能調査から 一

(独)国立長寿医療研究センター大川|弥生

災害時の医療・支援において、阪神淡路大震災以来「防げていた死亡J(preventable 

death)が強調されてきた。しかしそれに加え、「防げたはずの生活機能低下J(preventable 
disab出ty) の予防・改善が今後の大きな課題である。

筆者は 2004年の新潟県中越地震以来、地震・豪雪・高波等の災害時の生活不活発病に

よる生活機能低下の同時多発を指摘し、その予防の必要性を訴えてきたが、その努力が不

十分なままに今回の東日本大震災を迎え、広範囲で、深刻な生活機能低下の発生をゆるして

しまったのはまことに残念である。

今回は東日本大震災後の実態を、宮城県南三陸町での 1C F (国際生活機能分類、附0)

にもとづく全町民対象の生活機能調査と、その他の自治体等における同様の生活機能調査、

そしてそれらの地域での生活機能低下予防・改善に向けた介入の経過・経験を通じて明ら

かにし、その問題点を解明する。更にその反省に立って、災害時の「防げたはずの生活機

能低下」の予防・改善について今後にむけた提案を行う。

今回の大震災後の生活機能低下は、今後も新たに発生する可能性が少なくない。しかも

このような、生活不活発病による生活機能低下は、災害時のみの問題ではなく、平常時に

も起りうるし、現に起っている問題である。これは、高齢者、要介護者、障害のある人に

適した総合リハビリテーションのあり方を考える上で重要な観点である。

11 



障害者の「避難」と「避難後」

NHK文化福祉番組部海老沢真

.r避難Jの課題

-死亡率

住民全体・・・・0.78%

障害者・・・ 1.43%

-犠牲者に占める高齢者の割合

65歳以上・・・56%

犠牲となったケースから学ぶ

・83歳女性独居糖原病歩行困難

所要時間と避難の判断

避難場所

何を持って逃げるか

-高齢男性独居難聴

情報は届いていたのか?

12 

-放送歴

「福祉ネットワーク」
2011年3月14日{月)-31日(木) 災害緊急放送(生歓送46分)

4月~翌年3月 毎月2-4本シリーズ震災関連番組

特番
2011年9月10日{土) r取り残される陣容者』
2012年3月11日{目) rこの町で暮らしたい~陣書者福祉の復興へ』

「ハートネットTVJ
2012年目月11日(月) r“移動因幾者"をどう支えるか』
9月11日(火)12日(水)r“災害時要銀11者"をどう支えるか』

-災害時要援護者避難支撮プランは機能したのか?

-石巻市八幡町のケース
(350世帯 900人)

要援護者 17人
うち支援者が駆けつけて助かった・・・4人
支援者以外の鐸助で助かった・・・7人

(家族・・・3 近隣・・・2 ヘルパー・・・1 救急車・・・1)

死亡・・・2人

(避難不要・・2人 取材不能・・2人)

※支媛者が駆けつけられないケースが多い

避難できたケースから見えた課題

・95歳寝たきり 67最左半身麻癖 4人家族

車いすでの移動困難

支援者だけでは手が足りない

警察・消防団・地域住民の支援



-命を守る避難支援体制のために

※個別の避難シミュレーションが必要

※「支援者任せJr自治会任せJでは限界

※災害時だけ動くシステムは無理がある

今「福祉Jr防災Jr地域Jの日常からの連携

個人情報をどう共有し、活用できるか?

.r避難後』の課題

避難所に入れない!住む場所がない!
喝さん(55歳頭損南相馬市小高区)
.体育館→公民館今ビジネスホテル
今実家今入所施設今公務員住宅(見なし)

・Mさん一家(父認知症息子知的+身体)
-福祉避難所→父病院母子実家→母みな
し仮設息子入所施設

※もともと障害者の住める住居が少ない
※仮設住宅のバリアフリー化の遅れ

-地震後の避難生活場所

-自宅・・・39.5%

-祖父母宅・・・20.6%

・車中・・・17.7%

・指定避難所・・・17.7%

.福祉避難所・・・0%
(仙台市の障害児のいる家庭330世帯アンケート)

(東北福祉大学修士銀程谷君事尚美)
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災害時要援護者避難支援プランの実情

.要撮護者名簿・・・64.1%作成済み

32.5%作成中

・個別避難計画・・・28.8%作成済み

58.9%作成中

(平成24年4月1日消防庁調ぺ)

※ただし実態は・.. 

・支撮者のほとんどが民生委員や遠方の親族
.自治会参加者のみを対象
-回覧板を見て手を上げた人のみが対象・・・など

Mさんの言葉

『このまま普通に幸せに生活していけると思ってま
した。子どももずっと手もとにおいて、一緒に泣き
笑いしながら暮らしていけるものだと思っていま
した。でも、実際・・・・家族ばらばらになってし
まって。子どもの心配もしなくちゃならない。これ
からの生活の再建もある。本当にどうしたらいい
かつて、本当に死にたいぐらい悩みます。』

-災害時にあったらいい支援

・安心して避難できる避難所・・70.8%

・物資支援・・8.5%

・子どもの預かり場所・・4.3%

・買い物などの優先的配慮・・4.0%

.障害への理解"3.0%

・遊び場・・1.4%



-仮設住宅にまつわるいろいろ

・スロープはあるが玄関が狭すぎて入れない

-トイレを改造すると風呂がつけられない

-初期に優先的に入居した人ほどバリアだらけ
の住宅

などなど

-被災地で感じた障害者福祉の課題あれこれ

.手帳を持たない障害者

・30年ぶり?の外出

・「何も変わっちゃあいない」

• rここしか頼るところがないJ

14 

-移動の課題
・石巻・災害移動支揺ボランティアrReraJ

昨年5月~今年8月までにのベ28169人の送迎

70歳以上の高齢者が66%

歩行困難・障害者が6割

車いす・ストレッチャーの送迎が120園/月

およそ8割が通院のための移動

※公共支通機閣の臨調さ

※車がない/運転できない人の移動保障どうする?



来日本大震災で被害にあった障害者数 2012/9/5 

(岩手県、宮城県、福島県)

*人口平成22年度国努調査$死者(全体}、死者(障害者):各自治体に問い合わせ *死者・死亡認定含む

メモ:釜石市・・・9月いっぱい目途に精査中。



大震災における就労分野への影響

福島県の実態調査から
~福祉的就労の現場を中心に~

社会福祉法人まいづる福祉会ヲ}タショップほのぼの屋

施設長・精神保健福祉士
CAFE RESTAURANTほのぼの屋
支配人・ブライダJレプランナー

きょうされん常任理事・就労支援部会長
西海心
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総合リJ、ビリテーションの視点から災害を考える

東日本大震災での実態把握にもとづいて

被災した児童生徒の受入れ状況

-震災前とは別の学校で、受入れた人数

・小学校 13，744名

田中学校 4，896名

・高等学校 2，285名

・特別支援学校 152名

平成24年5月1日現在

震災による人的被害の状況

。死者・行方不明者数
(消防庁・警察庁公表資料より)

圃阪神・淡路大震災
死者 6，434名、行方不明者 3名

・東日本大震災
死者15，868名、行方不明者2，848名

(8月22日現在)

。学校関連の人的被害
・死者 654名、負傷者 250名

岩手県死者 106名、負傷者 33名
宮城県死者 459名、負傷者 43名
福島県死者 87名、負傷者 15名 など

被災した児童生徒の受入れ状況

-被災 3県別の他都道府県が受入れた人数

E 岩手県から 360名(うち特支校 0名)

・宮城県から 1，587名(うち特支校 4名)

・福島県から 12.316名(うち特支校 63名)

-被災3県別の岡県内で受け入れた人数

・岩手県 787名(うち特支校 2名)

・宮城県 2， 726名(うち特支校 11名)

・福島県 ι2笠盆(うち特支校 59名)

.特別支援学級や通常の学級にいる障害児は把握できていない1
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東日本大震災における学校等の
対応等に関する調査

・被災3県(岩手・宮城・福島)の幼・小・中・高・

特支校の全ての3，127校

・回収率 83.6%(特別支援学校は 98.4弘)

04一次遭雌行動X団マェュアルへの規定

島を隠すところがなかったので、
座布団や手近にあるカバン・本なとで騒音覆った

大きな栓のそぽで身の低い姿携をとるなど.
増所や技況に応じた行動をとった

20 40 60 80 100白}

東日本大震災における学校等の
対応等に関する調査

・地震の揺れによる人的被害のあった学校

・10*:交(0.4%)

・地震の揺れによる死亡行方不明者がいる学校

・負傷した「児童生徒等」がいる学校等は

・小 0.4弘、中 0.5弘、高 O.側、特支 0%

04一次翠鍵行!JjK田マ=ュアJしへの規定〈特別支権型控1

火気を使用中だったので、身の安全圭 I0.0 
磁保した上で火災発生の防止に努めた I0.0 

20 40 60 80 100~) 
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ロ5地震発生時の二次選鐙行動

全体制=2052)

幼韓国側ヱ415)

小学後(1/;1069)

高等学設例=198)

特別支援学技刷ヰ幻

OS 

030児童生徒署の帰宅図録な扶況

中隼校(N=32酎

高等字怯(N=198)時

特別支援学位(U=42)[%ffIa; 

開

20S 40l‘ 60S 

ー・.ー発生しなかった..ー:;:子

20% 40苅 6開

60s l00~ 

自目指 1蹴 j
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全国特別支援学校長会の調査

-教育委員会予算で水等の備蓄をしている
のは6都県

・薬等の確保が不十分

圃発電機等の整備がない所も多い

・障害に応じた対応が可能な福祉避難所に

園保護者も福祉避難所の整備希望が多い

・登下校時や自宅などで、子どもが一人の時
に被災した場合の必要な対応等々

(全国特別支援学校長会震災等対策委員会アンケート調査より)



今後の課題

・帰宅困難な子どものために

・保護者との複数の連絡方法の確保
(電話、メール、緊急伝言板等)

・急な予定変更を子どもが理解できるように説明

(全国特別支援学校長会震災等対策委員会アンケート調査より)

-周囲の人が、子どもの病気や障害の状態・特

性等を知らない場合のために

・障害の状態等や必要な対応方法等を記載したカ
ード(ヘルプカード等)を常時持参させる

・必要な医療情報等を救急医療情報キット等の中
に入れ、 冷蔵庫に保管する等々

M 
VJ 

今後の課題
:.-:! 

n
y

一一

-福祉避難所・地域の避難所としての指定
通常の避難所では障害の状態や特性等への対応が難しいことが多い

・避難所としての整備

・宿泊できる施設と備品等の整備
(非常食や飲料水、断水時に使用可能な障害者用トイレ等)

・医療機器を動かすための電源の確保
(発電機や長時間使用できるバッテリー)

・個々の子どもに必要な薬の保管
又は薬の入手ルートの確保

・落ち着ける空間の確保等々
(自閉症等でカームダウンが必要な場合など)

http://www.mext.go.l'''''¥menuJkenko/anienl1323513.h回



シンポジウム 2 資料

「新たな地域リハビリテーションシステムの創造J

一総合リハピリテーションの視点から}

第 35回総合リハピリテーション研究大会

「総合リハビリテーションの新生をめざして mJ 
~地域での実践から~

2012年 9月 21日・ 22日
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山東県立こころの発達盆合支援センター

本田秀夫

発達の特性は残存している

しかし，社会適応は悪くない

むしろ適応の良好な例も少なくない

アヒルの巣(す)で、一羽(わ)だけ、すがたのちがうかよ

こが生まれましたが、みんなからいじめられ、いつもひと

りIまっちでした。けれど春になり、このアヒルの子はおど

ろきます。水にうつった自分のすがたは白鳥になってい

たのです。

(アンデルセン作;NHlUおはなしの〈に」より引用)
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YDD から 占品
、興事事陣出F

YDDヘ

二次障害の予防

とくに，不登校，ひきこもり，いじめへの

予防的介入と危機介入

子どもにとって

二次障害予防の確率が高まる

家族にとって

スティグマを最小限にとどめることができる



長い支援の

最初のボタンをかける作業

育児観の「コベルニクス的転回Jを支える

? 
診断を伝え，予後の見通しを持たせることが必須

著しい回獲を示すのは? 横浜市 全国 横浜市の全児童生徒の

学習面または行動面で 6.596 6.396 

学習面で 4.696 4.596 9.3% 行動面で 3.396 2.996 

学習面と行動面で 1.396 1.296 

人
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DISCOVERY 

圃今こどもの療育と医療I軸

保護者の学習支援と心理的支援E軸

インクルージョン強化支援E軸

(福祉)制度・社会資諒の活用W軸

CHOICE 
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先端技術の開発V軸



園複数の健診を連動した「点と線」の方法論

-3つの階層からなる支援システム

園日常生活水準
(inclusion) 

圃専門性の高い心理ー教育的水準
(expert psychological-educational interventionl 

園精神医学的水準
(psychiatric泊terven討on)

山梨県:
人口

862.772人
(平成22年 10居1日現在〉

出生数

6.621人
〈平成21年人口動1111/肘〉

28 

-拠点は1歳半健診と3歳児健診

・幼稚園・保育園の検出力を高めることが重要

圃漫然とフォローせず，必ず「抽出・絞り込みJを

-5歳児健診は，偽陰性例に対するフェイル・セーフ

職員 20名

所長(精神科医)1名次長1名

医長(精神科医)1名

保健師2名精神保健福祉士1名

作業療法士1名臨床心理士7名

ケースワーカー4名医療事務2名



レベJレI

L〆dく)1-lI

レベルE

-相談件数(のベ) 4，292件

(子どものこころに関する栢議i20件含む)

うち新規相談件数 555件

-診療件数(のベ)

うち初診件数

H22年度

1408件

279件

H23年度
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インテーク面鐙
評価

幽
1119 1120 日21 "22 1123 



-幼児チーム(4名)

-学齢チーム(6名)

-成人チーム(5名)

のびのび(比較的適応のよいケース対象)

思春期ショートケアに次的な問題のあるケース対象)

※週1回， 1クール数回

※子どもと親それぞれのグループワークを並行して行う

母子保健活動へのスーパービジョン

保健師の研修会，事例検討

乳幼児健診の改訂支援(1歳半.2蔵)

療育グループの公開

支援体制整備への支援

モデル市町村の会議への蔵員派遣

市町村職員研修議師

市町村職員向け支援ガイドライン作成

市町村の事業所へのスーパービジョン

30 

ころころ (2歳~年少;1クール8回，年3クール)

アセスメント，育児支援，市町村支援

ぴょんぴょん(年中;1クール8回，年2クール)

育児支援，保育園・幼稚園への支援

わくわく(年長;1クール4回，年2クール)

育児支援，就学支援

発達障害者支援センターのプログラムを引き継ぎ

メンバーは，びきこもり経験者が多い

月1回の継続型プログラム

圃専門家育成

職種，経験に応じた系統的セミナー

見学.事例検討の場の設定

園理解者・未来の専門家育成

サボーター養成事業(厚生労働省モデル事業)



「横浜市における
高次脳機能障害に対する地域リJ、ピリテーションj

~制度を超えた地域ネットワークの創造~

績浜市総合1)1、ピリテーションセンター

小田芳幸

横浜市における高次脳機能障害は?
H.20東京都高次回復飽障害実包慣査

原因

平均年齢 脳血管障害 脳外傷

通院患者調査 64.2歳 81.6% 10.0% 

退院患者調査 72.6歳 81. 1~也 12.6% 

強調

局査時の推計高次脳機能堕雪空整二亙 亙 亘コ

l横浜だと14，000人程度'u

|恒三古古τアプププププ十..a

高次脳機能障害支援の概念図

珂門的'17'セ ~:J;" ，"，ケアブラシの作成
ケアプラ J に..つ〈サーピスの縫併

橿 白 田園田 園圃!p:
n
晶司
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高次脳機能障害とは?

脳損傷後の記憶障害、注意障害、遂

行機能障害、社会的行動障害などの認
知障害に起因する日常生活、社会生活
への適応が困難となる障害

(行政的診断基準)

|陸必三司法 明t::.II

高次脳機能障害支援ニーズ

i韓ii翼{葬堅議選罷鮪
-専門的な相蹟律問がほしい
...して相E置にのってほしい
困..断や評価をしてほしい
.1指図して諸事してほしい
開E回線やプログラムをしてほしい
・高次.a健障害理解のための研修・啓鐙活動が必要
園高~.a.障害者を支えるサービスの盤充が必要など

四位η司H

|随泌I弘.必γ.ー ワ . ..  

横浜市高次脳機能障害支援センター

開設までの経過

H13-H17高次脳機能障害支援モデル事業

TlEリハセンターが支援拠点機関(高次脳機能障害支援
事)

平成17年2月高次脳機能障害プロジェクト
平成18年9月高次脳機能障害対応事業

(指定管理事業計画:自主事業)
平成18，19年度高次脳機能障害ニーズ悶査

(横浜市の委託事業)
平成20年4月高次脳機能湾審外来開股

11月中途障害者地域活動セン舎一支媛

G 
平成22年4月高次脳機能障害支援セン合一関段

(第2期横浜市障害者プラン~将来にわたる安心施策-) • 



横浜市高次脳機能障害

支援センターの特徴

縄""'"泊1

-センター inセンターのメリットを生かした支援体制で
あること

・相談拠点+評価・診断機能+サービス提供を包括し
ていること

・アウトリーチによる関係機関の下支え機能をもつこと

.サテライト機能による支援システム、横浜モデルをめ
ざしていること

|怯 E二了:三い ':!!5 ; 

高次脳機能障害支援センターの機能

1.相談支援

2.診断・評価

3.プログラムの提供

4.関係機関の支援

5.地域リハサービス

6.研修・啓発

位-.γ:たI日 明11

2.診断・評価

「高次脳機能障害外来Jまたは

「リハビリテーシヨン科」で診察

-高次脳機能障害についての説明

調:
・評価・訓練:定期的に通院、 3カ月ごとに計画

目標・内容・頻直
などを依頼

仁E
勾結果棚戸

|&J. 叱B
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横浜市高次脳機能障害支援センター

1.相談支援

-高次脳機能障害について知りたい

.リハ訓練を受けたい

・家庭や職場で困っている

-復職や復学を支援してほしい

.福祉サービスを知りたい

もちろん「高次脳機能障害」と

診断されていない方も対象です

|殴 I三::;:2jZJJ717T

3.プログラム

心理・作業療法(OT)・理学療法(PT)

リハスポーツ・職業相談・職能評価など

q チームで対応

・どのような症状? 生活で・・仕事で・・
.ご本人やご家族の気づきは?

・どのように補うか

ご本人が自ら代償

ご家族や支撮者が対応

環境整備



4.関係機関の支援

総合1)八セント

(障害者

更生相談所)

高次能機能障害支援横浜モデル

厘聖目

H22年度 3区でモデル
の取り組み開始 、

川由雌.:l:I)]'! -血.~ .. _ ..... 
一 一地様活勘ホームー一一一~ 園田...，.，

中遺障害者地目 園田ー
ケアプラザ 活動センター 園 田園闘

♂ 
生活支鍾センター

高~飽悔飽障害
[支橿セン世一 代

円~-ττ::0-1 "//‘ ¥コ 川曲目曜・エリア|
|勉 ..;':1)明!U' 己主ニニ~

四四軒{ー

地鼠活副*ーム ーT-._"'''

中通問書宥地. 圃・圃・
'r7'7ラザ 活幽センター 田 富 田 岡

H26年度全市で実箆予定

生活1i.台ンター
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5.地域リハサーピ、ス

訓練室でできる吟どこでもできるとは限らない

応用が困難

。ソーシヤルワーカー リハ科医師

理学療法士(PT)作業療法士(OT)等が訪問

O実際の場所で伝達

-対応方法 ・環境調整

4勝，
lE箆;74l:;1L;J 究B

6.研修・啓発

高次脳機能障害と対応方法について

理解を深めていただきたい

-ご本人'ご家族向け研修

.支援者向け研修

福祉保健センター

中途障害者地域活動センター

リハ教室など

J描 拙 wl

医11急Iぶ三. 云 jλ 究貯I

各区ごとの支援体制の
構築をめざして

各区の中途障害者地域活動センター、区福祉
保健センターを軸にした高次脳機障害支援体制
の構築をめざしてし、く。

【中途障害者地域活動センター】

脳血管疾患等の後遺症による障害者の方々
が、生活訓練や地域との交流を行いながら、自
立した生活や社会参加を促進するための活動を
おこなっている。また、退院後、聞もない方への
リハビリ教室も実施している。 地紙生活支援事業

i院記長 i¥ぜ I 叱11



横浜市港北区の取り組み

34 

高次脳機能障害支援センターにおける
アウトリーチ機能の強化

-高次脳機能障害巡回相談CH22.9月~

中途障害者地域活動センターと連携

4区で月2図、各回4枠
今年度のモデル区:旭、港北、鶴見、泉

-中途障害者地域活動センター巡回 CH22.8月~

14区に月1回ずつ

対応方法、評価・訓練、家族支援など

|齢騒盤;蕊立{ぷ1三:主乞山山I午己己I二乏Jえミ与ミ一三 立芯I川与 ι ; 叱噂!伊?| 

まとめ

横浜市における高次脳機能障害支揺は、

①ベースにリハビリテーションセンターの取り組みが
あり、その上に支援拠点(高次脳機能障害支援セン
ター)を設置を図った。

②地域ニーズを把握し、横浜市の障害施策への反
映を図った。

③既存の社会資源を有効活用し、各区に支援体制
の構築を図るための取り組みを展開している。

臣認山、 11 明~I
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3メートル先の便所まで行き、

手洗いの容.の鑑を持って

立ち上がるので、手法いも

横れる寸前.やめてと冨った

ら怒り出す.手をつけられない

トイレのFアも自分では手
前に聞けられず、量生い入り

口で倒れること額四.

便はそこでお重量らし.

おまえが早<1'7を開けない

からだと怒る.

もう、自分ではトイレは無理です.

絶対やめてほしい
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使わない.何局、そこで告書使できないか.
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愛知県高浜市で展開中
生涯学習支!l1システム{特掴2010-01517
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く生活地域>
いつもの寝床から朝起きて
いつものように出かけて行き
また戻り眠る移動エリア

岡 .. 
陪盟国』 I 『できそうJ

『できる』
rできない』
動作の見極め
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--関関頼朝開閉園切開間開閉卿・・
瞳醐圏
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〔特別報告要旨〕
藤井克徳(日本障害フォーラム幹事会議長、日本障害者協議会常務理事)

※内閣府障害者政策委員会委員長代理

障害者に関わる法制度改革の動向

はじめに

1.障害関連の政策水準をとらえる視座

1)障害の無い市民の生活水準との比較

2)日本と同水準の経済力を持つ国々との比較

3)過去の実態との比較

4)障害のある人個々のニーズとの比較

2.到来した障害者制度改革の新たな潮流

1)障がい者制度改革推進会議(以下、推進会議)設置の背景

7、障害者権利条約

イ、障害者自立支援法違憲訴訟の司法和解に伴う基本合意文書

ウ、日本障害フォーラム(JDF)の存在

2)推進会議の経過(2010年 1月12日の第 1回会合以降、 2年間余で 38回開催)

3.推進会議の特徴と成果(評価)

1)推進会議の特徴(4点にわたって)

2)推進会議から出された意見書等

7、第一次意見(2010年6月7目、主要部分は閣議決定)

イ、第二次意見(2010年 12月17日、障害者基本法の改正へ向けて)

弘障害者総合福祉法へ向けての骨格提言(2011年 8月30日)

工、障害者差別禁止法へ向けての意見書(2012年 9月 14日)

4.障害者基本法の改正と評価(総合リハビリテーションの観点を交えながら)

1)主な改正点

7、障害者の定義(第 2条)

イ、基本原則(第3条~第 5条)

-地域社会における共生等(第 3条)

・差別の禁止(第4条)

-国際的な協調(第5条)

ウ、基本的な施策(第 14条~第 30条)

・医療、介護等(第 14条)

・年金等(第 15条)

-教育(第 16上)

・※療育(第 17条)

・職業相談等(第 18条)

-雇用の促進等(第 19条)

・住宅の確保(第 20条)

・公共的施設のバリアフリー化(第 21条)
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-情報の利用におけるバリアフリー化等(第 22条)

・相談等(第 23条)

・経済的負担の軽減(第 24条)

・文化的諸条件の整備等(第 25条)

・※防災及び防犯(第 26条)

・※消費者としての障害者の保護(第 27条)

・※選挙等における配慮(第 28条)

-※司法手続における配慮等(第 29条)

・※国際協力(第 30条)

(※は、今次i改正で新設)

工、障害者政策委員会等(第 32条-36条)

2)今次改正の評価

5.成らなかった障害者総合福祉法、成立したのは障害者総合支援法

1)総合福祉法に向けての骨格提言

2)障害者総合支援法の特徴(骨格提言と比較しながら)

3)主要事項は3年聞かけて検討(附則第3条)

6.障害者差別禁止法(仮称)の制定へ向けて

1)推進会議・差別禁止部会(現在は障害者政策委員会に付属)での論議の経緯

2)障害者差別禁止部会の意見書の概要

3)法制定へ向けての課題と見通し

7.残る課題と関係者に関われるもの

1)解決を急がなければならない基幹的な政策課題

2)障害関連団体に関われるもの

3)リハビリテーション関係者への期待

8.むすび

-添付資料

資料 1障害者権利条約

資料2改正障害者基本法

資料3自立支援法違憲訴訟に伴う基本合意文書

資料4推進会議第一次意見の概要

資料5推進会議第二次意見の概要

資料 6障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(概要)

資料 7障害者総合福祉法の骨格提言と障害者総合支援法案との比較表

資料8障害者総合支援法・附則第三条

資料 9障害者政策委員会・小委員会で議論すべき論点
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〔鼎談発言要旨〕 大野更紗(作家)

0日本の障害関連の政策水準をどうみるか

私たちの社会は長きにわたって慢性的な機能不全を抱えていて、震災以前であっても震災以

後であっても、基本的には「変わっていない」と思います。障害や病を持つ人たちに対する社会制

度や政策そのものが、震災の最中で激変するということはありません。しかし、そのような認識を

前提としても、 r3月11日を境にして私たちの社会は変わった』というような表現は、ある一面にお

いては的を得ているのかもしれません。

平時には社会的に分断され、互いの存在を意識すらしない「遠くの他者』が、非常時には「近し

い隣人』として見えることがあります。巨大な惨禍・災害の下においてこそ、限界状態であるから

こそ、市井の人々は困っている見知らぬ他人を助けようとする。そのような極端に利他的な社会

が、災害時に一時的に出現する現象を、アメリカ人作家のレベッカ・ソルニットが「災害ユートピアJ

と名指しています。震災後の日本社会の一年間とはまさしく、そのような『ユートピアJ状態にあっ

たのではないでしょうか。日本は、社会制度の基盤整備について、特に障害者施策についてはた

ち遅れています。本質的にこの社会が変われるか、という聞いは、震災から 1年半以上が経過し

た今日にこそ、問われるものです。

O障害分野を好転させてL、くための基本視点として何があげられるか

今日、障害者支援の現場におられる方々にとっては、 2000年代というのはまさしく「怒涛の制度

改変期』であったと思います。

日本で社会保障や社会福祉と言うと、メディアでも財政支出額の話に終始する傾向があります。

あるいは法律の文言や専門用語の羅列というイメージがわいてくるのではないでしょうか。確か

に、実質的にいくら予算を使っているかどうかということは非常に重要であり、専門的な知識は制

度の理解に不可欠なものです。しかし、社会政策について重要なことは、「誰が、誰のために、い

かなる意志をもって歩んできたのかJという点にあるように思います。

0専門職に期待したいこと、

人の QOLは、本質的には「不可知」の概念です。「わからない』ことを前提としながらも、そこで

立ち止まることなく本人の QOL向上のために、本人と専門家がいかに連携するか。人はとても複

雑な生き方をしていて、常に変化し、動いています。「本人の意志を尊重する」ことです。それが障

害当事者運動の原点であり、今日もなお、現在進行形の課題です。

0私にできること、やりたいこと

「制度の谷間」にいる希少性難治性疾患、難病の当事者としてみえることを、みなさんと言葉を介

してシェアできればと思います。
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分科会資料

分科会 1 子ども

「障害のある子どもの総合的な支援ーラ

イフステージと地域における領域・機関連

携の視点から -J

第 35回総合リハビリテーション研究大会

「総合リハピリテーションの新生をめざして mJ 

~地域での実践から~

2012年 9月 21日・ 22日
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横浜市に前ける地場疲育シス手u(;}

"寺普君、廷し'C~机か局

~発進障害児'i:鑓~G>関連か~-

繊浜市総合リハビリテーショシ台シター

小111滞

IIfliiJ宮'(;)JfeMIil1ftl;.ター

Iill1e;?-tJlIi与1eCOI811"べま方'JSJf!I
牢~J4.るta~O)共通録画

*事E遺障害l'l'、ω対応

* ëfii o:;e~=-~に対応可るま~~O}."体&!Jo} ëfii'l 1i

* ëfii o:;e鯵翠愈ぬ理解促進~JI週休司~JO}.自民

*学被敏禽~O)速織

*人材禽E置を維i'l1f6体.JO}藍自前

* efiiO:;7e穆取'1鍋3fl!-支える経営ぬ工夫

[.曹匂シ"1-.・g帽U"lロジ%'1ト.告dμJ)
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II.J!ItbIJlI!IO./lJA曹;a/l，lI
昭和59S事策定{繊浜市民生局)

*障害児含めぐるをt会状況0)変化に対応

牢総合過函館館ぬ様能

①自康管に間寄る薦問鍵能

⑧ 障害児を地縛祉会0)主縫ヘ統合しZμ〈

指漕的縫能

Iill雪合;.タ-1Iñ誠容婦'i1-ZD~.r グ作

!被討の目的1

「繊浜市総合通園施館備態Jか勾zo年を経巴S百忘鯵

時代に求~.もれる地縁僚宵台シターのifii 'l'ñ奄示し、

借浜市に提宮司る.

平成16年10ft:僚宵台シター僚会としτ・2ロジxJlト発足

率威175f6ft 中間帯8fi
平威Z05fZ目 :1債償縄告

1il11t1;.タ-(;)1Ii1ll1fA威1!1k
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S与広:lIiteliJ.漏PIIIC.• 

I今後命館.~"'C J

*対象JIO)餓織{幼児̂ ロ0)1劉}を想定し提言体制.'鏑

牟鶴自陣G)fttr~.-O).:本的スタイルぬ信銀

*袋耳障@早期姥見・早期信膏婿倉@信銀

*育児安鑓毎包含し程、地縁支援スタイルの高備自信

I#IJIョr.#l.~/;I

~~'6膏.{þ.隼局指甲信19.t事館か勾寧篇化

*対象:市肉d噂嚇ぬ敏臆"
(慣. .  宵tr~.-握錨:r， 1'1'芭分担}

*̂":8f苦肉学伎支援又.噌7%&(各trシ.ー}
*肉書:孝敏鶴間J:cJ:.コシ.，.，..テーシaシ

敏.'、0)111修事喜
*申込:各学核か勾偽申し込み広.づい乞察結

S織CIt"~(;)ilIIICフII 'C

!#IJI要11'.(;)..(.李成t41FJ威}
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総合通園センターにおける

チーム療育と

学童期への移行支援

広島市こども療育センター

保育土 塩見陽子にども療育センターニ菜園)

保育土 小川!裕子(西部こども療育センター)

保青士 大政里美(こども療育センター育成園)

1.広島市の障害乳幼児支援について

[職種間チー-チ
個別療育計画

移行支援計画
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報告内容
1 広島市の乳幼児療育支援について

(職種間チ一一一チ
個別療育計画

移行支援計画

2.学童期への移行支援についての課題

と解決にむけての試み

3.まとめ

広島市の療育センター(概要)

こども療育セン
ター

北部こども療育
センター

西部こども療育

センター

通園施設でのチームアプ口ーチ
肢体不自由児通園施設の場合(二葉園)

.重症児ミーティング

・集団連携(集団活動場面での連携)

• ADL連携(ADL支援に関する連携)

.保護者研修

・家庭訪問

・個別療育計画

・移行支援計画

・サポートブ、ツク支援



個別療育計画(通園施設)

・各スタッフ(看護師、 PT、OT，Sγ，保育士)

の専門分野からの視点から多面的に子どもを

とらえ、療育針画を作成する。

・基本的に1回/年作成。嬰騨欄欄

生活プロフィール①(項目)

1 子どもの生活の状況

家庭、地域での生活スタイル

移動方法など

2 子どもの現在の状況

好きな活動・人・もの

嫌いな活動・人・もの

大変なこと、因っていること

保護者と子どもの姿を共有するために

.親子療育を重視

入国1年目は親子療育を基盤としている。

.保護者研修体制

入園1年目の基礎的な研修

(発達研修、医療研修、福祉制度、コミュニケーション等)

2年目以降の応用研修

(就学研修、サポートブック支接など)

.保護者集団支援

こどもを中心としたつながりづくり(横に縦に)

地域別療育
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生活プロフィールについて

・個別療育計画を作成するにあたって、子ども
を取りまく環境面も含め、多面的、総合的に
子どもの生活上の困難さを把握してし、くため
に行っている(毎年記入してもらう)。

・特に保護者の子育てでの負担度、現時点で
の子育てへの価値観などを重視。

・地域での福祉サービスの利用状況の把握。

(H18年度以来、デイサービス、地域支援事

業サービス等の利用者が増加している。)

生活プロフィール②(項目)

3 主に子育てをしている人(保護者)の生活の状況

健康状態、子育ての協力者

生活の楽しみ、負担

4 子どもにつけたい力(今年の目標)

5 子どもや家庭の将来の予測

障害のとらえ、将来への展望と課題

移行支援計画

幼稚園、保育園への移行

就学(特別支援学校、特別支援学級)の際作成。

・個別療育計画に基づき、多職種によるケース会

議にて作成検討を行う。

=宇保護者に提示

=宇保護者から学校(幼稚園保育園)に渡す。

就学前のひきつぎが行われる場合、保護者

の了解を得て、学校側に提示することも有。



個別療育計画・移行支援計画

サポートブ、ック支援
・広島県発行のサポートファイル(主に発達障

害児を対象)はある。

(H20年発行現広島県内統一版

『こころをつなぐサポートファイル結愛"'yui""~) 

-学校(他の支援場所)で、子どもの理解を深
め、適切な支援が受けられるように保護者が
「他者にわが子を伝えるj取り組みとして、支
援。

-身体の動きに錐しさがあります。

【".，
~.，，-手首・0・øU
があるため射隠~~比

“-網干凪下oJl践を・4
倒にSEo!'1tI!仇吋手の

ひもを-"，ζ向"る之とが
"しい.1.
"に右手曹は与の
ひら0;.‘INI.:r:
・が9て1~IJ.Q.t!1I:
u.・，~している.

j⑨ 
-でも!~I..L、遊び!ま大好曹

Htが凶るおもちゃ円r~Jlbたり.
ボタνを"したり}
司"きな.，r，・ヨド・aツリ チ守イ

ム鋼院しい，ロヂィー

館いな.:!1@JI町・実""・切リ声聞広・
(L・3与おaがガチャガチャする奮
J晴也坤，争ラする
おもちゅ
，プールでパシャパ
レャ
'i'"ピrぃ'.いい叡いrtZJr白隠さんと
いヨし主J'ピ."ラスイッチ』
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2.学童期への移行支援の課題

と課題解決に向けての試み



就学移行への課題は何なのか?

く総合通園センターでなされていること>

・子ども自身へのアプローチ(治療、集団保育)

だけではなく、家庭生活、地域生活など子どもの

生活全般を支援。

・多職種による専門的、総合的な支援。

・家庭支援(保護者支援)を重要視している。

=今この支援が学童期につながりにくい。

課題解決の試みとして
(業務の中で行ったことその2)

-公開セミナー(茜部こEも療育センター〕

H16年

特別支援級の担任教師を対象にしたセミナー

『発達障害理解J(STDr講義)

グループディスカッション

=争参加教員の乳幼児の分野へのニーズが低い。

結果、 1回開催したのみで中止。

課題解決の試みとして
(自主的な研修会その1)

.サロン・ド・西部
西部こども療育センター職員(Dr保健師地域支援
コーディネーターを中心!こ)発足。
教員だけでな〈、地域の医療機関、児童デイサービス、
者の施量生臓員が参加
テーマ

な鵠243F在満室強;疑者議再lJF)
司$自主研修であったため、メンバーの都合により継続

困鍛に。
*ニーズのある人は参加するが、メンバーが広がりに
くい。
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課題解決の試みとして
(業務の中で行ったことその1) 

・二葉園{肢体不自由県浦園飽盤)

肢体不自由児特別支握掌枝教員止の掌習会

夏休みを利用し双方からの実揖報告と検討会
H17年....H22年

=辛学校側:園支援全体へのニーズではない。
生活スタッフとの連携ニーズが低い。
個人の医療的アプローチ情報がほしい。
訓練場面での伝達でいいのでは?
結果、中止。

推測

-教員側のニーズ

A教育現場に必要な情報がまず優先される。

(医療情報、視覚的支援、具体的教材など)

A子どもの発達(特に認知、自我、社会性など)

認知が重いこどもへの理解への困難さ。

*通園施設に通う児の発達(概ね3歳以下)

課題解決の試みとして
(自主的な研修会その2)

.西部ネ型トの金(H13年四現在)

発足:学童期の保霞者からの『つながりと学習の場を』という
ニーズより.

幹事:教員、保護者、療育機関の保育士、者施設職員
=。
・保盛者をはじめとして、子どものために学ぴたいこーズから関
係者全体で広〈学ベる場となっている。
例ライフステージを考える学習会

成人した保E費者から生活を考える学習会
福祉制度、障害児学級の実践など。

マイナス面

嬬 42鍛EE翰墨志野三次IJ支援計画、←



課題解決の試みとして

(自主的な研修会その3)

・おたまじゃくしの会 (H8年~現在)
発足 :卒園児がその後学校ではどうなっているか?

学校現場のことを知りたい、というニーズから。
教員に声かけ、双方の実践検証会として発足。

T
E
 

銭丘一一ロ
実

検

〉
マ
、

日
一
中

斗
の

hr
践~J実

セ
を

育

造
療

C
強
引

事
R
1
U

の
に

で
事

級
大

学

を

援

育
支
教

容
M
M

育

内
寸
保
=令

教育や療育のあり方そのものを、具体的に問う研修会と
して長〈継続している。

メンバーが広がりにくい。

特別支援教育への移行での課題

1.教育、福祉、医療の包括的な支援が無いこと。

-ライフステージとしてつながっていきにくい現状。

現在進行形の支援も所轄によってバラバラ。

-支援する側が、長期目標(人生目標)を描けない。

訪日の前のこどもへの自己満足的支援?

その子にとっての「幸せな人生Jとは?

特別支援教育の課題

3.発達障害児への支援

.医療ベース外来教室で、センターが一部支援を

担っているが、圧倒的に不十分。

-特別支援教育では、

①生活支援の場が少ない。

②細やかな保護者支援や仲間づくりが難しい。

-学校、医療機関、専門機関、地域事業の連携体制の

整備が行政として必要。

3.まとめ

特別支援教育への移行で、の課題

2.福祉、教育における支援評価の在り方

-アセスメントをどうとらえるか?

個人因子、障害特性への着目が強い。

集団(社会)参加の中での姿は?

-対価としてのサービス(教育)7

個人契約とし汚価値観

三次市の例から
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障害のある子どもの総合的な支援
ーライフステージと地縁にお付る関係機関との連傷の観点からー

京京都立青崎学園小揮信書房

【指定発奮宥】

あきる野市障がも、者鉱労・生活措センター藤間英之

輔市健康福祉部榔い審制制定サ』ピス係中村敏之

鴎 些術科アウ防イン

続編・..

lI.JI 
・各学年4学級
・1学年40名、 E学級10名

盆』昆
・知的陣容が騒い方
・都内在住の方
・高等歯車率察後、
「鋪きたbリrtlti蔵しft.J，リ
と希望すc，1J

f前期1
・中学館容を事織見込みの力.在・5校の倹長から権濁q)"，る1;
【後期I
・小学111容を牟111且込みの:IJ

・~'''' IJJ轡を本'隠した:IJ

銅鳳

登下4費、車買業で着m
(体育や作震をする時には、体育活・
作業留に普曾え』

隣笠度開制 生 徒 状 況{出身学級)

ト:ぃ.~..:" 出身学級 、 l年生 2年生 3年生 計、

特別支古農学級(固定知的) 25 26 26 77 

特別支援学級(固定情緒〉 4 5 2 11 

特別支援学級(通級情緒) 4 4 9 

通常の学級 10 5 6 21 

睦笠度

4 住所1 1年!f

昭島市 4 
あきる野市 4 

官梅市 4 
羽村市 1 

東村山市 1 
民政村山市 3 
車A国米司』 1 

東大和市 1 
割削欄市 。
福生市 3 

日の出町
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2年生 3年生 'u 住所1"，
4 5113 碕麓町

2 6112 国立市

7 4115 立川市

6 4111 小企弁市

4 01 5 I~分寺市

3 4110 小平市

2 01 3 商車京市。21 3 震蔵野市

21 3 八王子市。 4 日野市。。 Il>陣市

1年生 2'~生 3年生 It 。2 2 4 

2 1 1 4 

4 。5 。。 l 。2 

4 5 41 13 

2 。。2 。 。
3 。 4 。。1 。01 凶J

平感23隼度率重量生
団鍵益鑑盟2

40名

盤重量E

38名
(95.0%) 



|ー 住まいの喝の検討のために ~ 

.健志いの.1‘
通Jl!Jf{>GII(グループホーム}絡は憶が少必い.それらにかわるものがほしい.
完全にー恨のアパートーマンシヨシイヨと不安也大きい.支録者が返〈にほしい.
20aの際書If，聡年金まで.生活"の確保をクザアしず'lI>'ら.安定した生活の却がほしい.
ーアパートやマンション等で，~にlElI省が常駐して.その他の飼皐!こ後らが住まうことのできる環演は司飽か.

圃支2・4障の事慢と調隣人たちから見えるネットワーク
r.・~続けるJためには. II!!IIJiOlt生活支鑓の一体的な錐院が必駆.
住"，‘、を提供できる可俊雄のあるととろ〈御社}と生活の玄復活(NPOや社会絹lW，人}

ーもLかすると今までにひいサービスを盆み出せる可降絵がある.

...・金体の・・.司幹事司
も」健の111隆司詳斜も本伎の災舗と以ているどすると.今後毎年24'目 25'名ほどの土色lニースカ11rまれて〈る.
まずます盆軒、の滋僚が厳し〈なる.

-，肱敏をそデルケースとして‘来事専に間に合うことを目栂に御11とのプロジェクトを禽えt，い.

.猶冒.，11・{予定】
ヨド4会見学‘ ヨド校近繍のグループ或ドム$の見学を1flWに予定す右.

隣 23空間立青山道路状況

平虚23年度率誕生
団獲銀貨盆I

40名
住まいを移した者
L霊威銭皇皇且車盗I

13名
(32.5%) 

~ 

2:3:: 

「一一…ために:雇用条件槻られるおし E 

生活の緬<H易lI:または1人事らしのイメージに近い}

児童・生徒のライフステージ
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分科会資料

分科会4 医療

「地域リハビリテーションにおける総合

性の追及-総合リハビリテーションセン

ターの果たすべき役割と機能-J

第 35回総合リハビリテーション研究大会

「総合リハビリテーションの新生をめざして illJ 

~地域での実践から~

2012年 9月 21日・ 22日
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川崎市における地域リJ、ビリテーション構想
一高次脳機能障害などの制度外対患者を含めてー

川崎市北部リJゼリテーションセニ泳三ー

小島久美子

(20大都市での比較)

-A目白鍵増加舷陪Z5隼漣鱒.，位

.出生率:21年連続篇1位

・死t寧:5年連続20位

・平均年節:41~ 8雌{全国44.9.>

・転λ、転出寧が高い

"*昼聞東京都宮鍋いZいるdえが多い記.

rm崎都民J~宮わ机乞いる.

総合的な地域リハビリテーション
システム基本構想〈案)

'11¥ビ"手ーショシシス手b基本情想(案)
檎討報告書(平成12年12目)
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'A口J.431.520A(H24隼7同1日)
東京と横浜に防古参れE南北に細長い地形

.高齢化率1196(全国Z3.4%)
・ 7つ~行政区(各区 15万-21万人)

商却:京浜工業地帯・古"佐宅密集

地・多国籍

中却:沿線に企業進出・高層マシショシ

北部:田園都市的・高学歴世帯

知的障害e
'7.166A 

治士誕生活に密驚 櫨謹盤謹謹趨謹盛引 i 専問~fD.発鍔 | 

障害者町生活句史田向.1:. 1全て'0)"害者t身体・知的. !i . 専門的。ハ，~リテーション 1
0ために | 衿陣容.高齢F聖書者)f:;;i! 枝管申鐙銚{医学・工学・ 1

・身近な酬で生活に密議 1 ・全ての'h 、切手ーシ;3~ it担金福役・エポーツ等}

Lたサ一三ス雄候 技術を i 
・地縫に開かれたサービス i.社舎の企τが帯加して 1I 
~晶 1 :樟害者・住民・民間・行証書) 11 

1.総合的に鍵批 11 
[ケアマネジメシト li



担当範囲

ナ一一一語持掴帽盤掴

(平成20年3月〉

合.
櫨4量

-総合的診地域'11、ビリテーショシ
シス手心構築t;>推進
-障害者自立支援法に6.る事蝶体

系ぬ再編

-施路t;>.朽化ヘぬ対応

地蟻性
地緩生活に密着しZ伽勉婿資震と遮概，竜喜納骨ービ

ス鍾供.主怠る担当地111防多摩区・麻生区

総合性
陣容種別奄悶わ惨いサービス提供

~j:うゆる=ースに対応し‘生活全般にわ忘る'11\ピリテー
ショシ奄行ろ

専門性
リハビリテーシヨシに必事@医館、保健、福盤、合媛、心理
工学繍矯ぬ良質@専門緩衝脅提供.. る

f戸
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総合リハビリテーションセンター
高度専門的支媛企画・研究

北部リハビリテーションセンター運営溺整委員会

戸̂ - 』、、

£地E章生活日中活動セン9-

障害者自立主姐i去に “ 
よる日中活動系'"段

生活舟碩 定且10
1自立制固 定員 6
ii.t鈴移行1i鍋 定員20
1龍治挫控室縫 定民20

支援をン#ー

精神醇章者

争時事主要開
相銭主鍾事援



在宅支握室

o合相餓

在宅リハビリテιシaシ..
繍量産奥野舗?作司自・修理

他脂質... 
揺鍾周具館関.JJ鍾・普及

研修・司究

館長(保健舗)
ケースワー拘-2
作.信法士z
理学康法士z
心理聡'

日
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ケースワーカーz
保健婦 E
心理聡2
作.11:議士 1
宮鐙聴覚士2(券常働)

①すべての獄害者が対象

②一次相談機関の機能
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地l或生活
愛媛ゼ勾タ-

需品品害者
地時生活宣盛事務

相鎖支催事縦

北部リハピりテーションセンター運営調整委員会

--̂-

日中活動セン~

障害者自立主銀法に
よる日中活動高E在住

定員10
:itJa 6 
定員20
:;t/ll20 

，.-

地繊活動支援センター開設
平成24年7月

・111崎市向単独事績

.111崎市宮初1，"τぬ高浪脳機能障害に特化

し怠日中活動向場

-相鴎.損機能向付加

・専門的'11¥技術奄佐掛慣れ底地場芭撞供

.祉会拳加，;).~

-個々1，;)エー実に合わ世草生活向再情.

川崎市地域リハビリテーションセンター

整備基本計画案
専門的支援機関

北部地域リJ、センター
中部地減リハセンター
南部地減リハセンター
(総合リハセンター)

障害者更生相談所

精神保健福祉センター

地域リハビリテーション

システム

一次相醗窓口

サービス提供者

川崎市吋れビリ手ーショ〉福祉・医霞台〉勿ー
再編整備基本計画書 第2i促進禍版

平成24年S同

適所事業・在宅支援・就
労支媛・環境整備、等々
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第35回総合リJ、ピリテーション研究大会

2012.9.21・22績浜

3.11東日本大震災と

岩手県のリハビリテーション活動

(財)いわてリハビリテーションセンター
岩手県地減リハビリテーシヨン支援センター高橋 明

ふれた日

久慈地区

(二次保健医療圏)

18Qkm 

ヘ津波の方向

発災直後の3週間

1.大規模災害とは“日常"が消滅すること。

命・財の危機+“文明"が消え、生活が原始化。

居宅患者・障碍者も便利が消滅。

2.情報欠乏→電池のTV'ラジオのみ。

“エネルギー"窮乏→身動きとれず。

3.安否確認不能(患者・従業員と家族)で不安増強。

4.備蓄も底をっき日常生活の無理が限界に。

5.不便・焦燥・安否…不安をどうやって鎮めるか?

6.避難所は集約化。迫る被災者廃用の限界期目。
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発災

3.11 何が起こったのか

ふわっく大地

直後からの停電・情報遮断

予定行事の消化と患者の安否

津波情報と動揺する患者・スタッフ

EV停止、夕食をどうするか

断水燃料不足備蓄の心配

患者・被災者の沿岸から内陸への移送

3.11当日も家屋評価のため宮古の患家へ

:1、叫a

，ロj平ヘ

沿岸各地区

291カ所
村 .396人

51117日現在

この目で探査

-廷然自失のとき

・地域リハ・スタッフとのさまざまな再会



3.11と岩手の身障者

-倒壊・流出した身体障害入所施設なし

・在宅の身障者で重度な人は施設に入所、
一般の避難所に身を寄せた身障者も多かった。
オストメイト、聾唖者の扱い不充分→リJ¥が必要0

• 3.11当日の通知に従い、補装具は弾力的に再支給。
大腿義足x5、下腿義足x10、長下肢装具x2，
短下肢装具x18、靴型装具x4、車椅子x2が再支給

• T字杖、シルバーカ一、膝サポーターなど起居・歩行支

援器具のニーズが高い。
→使用法不案内のため、 1)1¥が必要。

被災地で感じたこと-2

野田村にて久慈地区 4.18

-役場に仮診療所を構えた被災医師

・自己再生を妨害しない災害支援活動を!

支媛活動が自己再生の苦手をつぶしかねない

-実効を挙げた自律的・地域解決型の地域リハ活動。

保健所・広域支媛センターが状況を確実に把握

保健活動に関連する互助的な山会が重層的に存在

地域福祉と連動して活動

求めに応じ、広域支援センターが要員を派遣

解決
現場・

求められたコーチ、イネーター?

ベき

解決すべき案件を的確にキャッチアップ、

解決能力のある組織や人、部署に連絡できる。

人員配置スケジューリング妓術を持つ

(適正人員配置システム)
→ベテラン保健師・師長/リハ医/療法土etc.

項・案件

人員配置

時系列/事案

Manning tabJe 
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何ができるか?何をすべきか?

1 健康増進 h酬 hDromotion 
予防的リハビリテーシヨン ト 一 介護予防事業老人保健事業

以下は災害支媛としての“場舗が想定しにくい

I .!fl.l\Il/~ttl\ll l) I\t:: I)T-'/3/ I 急性期病棟早期/急性期リハビリテーシヨン | 拘縮・祷癒の防止・早期離床

| 回復期リハビリテーション ト一一回復期リハビリテーション病棟

集約的リハ治療と環境調整 訓練治療と環境調整の中心

|慢性期/維棚川リテーシヨントプライマリケアチーム
365日24時間の総合ケア

保健・医療，福祉の総合ケア

I ~*JtljI)I\t:: I)T 、ント 一 一 最 後 ま で 人 間 ら し さ の間終末期リハヒリT ーン
地織安心社会の実現

支健体制の確認 隣諸~ti機機縫霊童「議機主義蹴総桜島

いわてリハ・センターの

支援活動の中間報告 4則自由7月15Bまで

1沿岸部・生活不活発病予防のための運動指導・福祉用具の関整

①従事者数:P丁、 OT等延べ106人目{気仙8，釜石29，山田68，野田1)

②対象者数.個別対応延べ340名(気仙33、釜石116，山田191)

集団指導延べ22名{野田)

2.内陸部回生活不活発病予防のための運動指導健康相談など

①従事者数 PT，OT，看箆飾等延ベ99人目(雫石75，花巻24)

②対象者数個別相談延ベ321名、集団指導延ベ222名

合計

①従事者数延べ205人目

②対象者数個別延べ661， 集 団 延 ベ244名 計905名
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目標設定と処方護

目標=被災者すべてを"健康"に保つ

.スローガンは「介護予防の実践J

・当面、廃用の除去。生活不活発病の予防。

方法:

①地元の保健師・保健所と逮傍。介護予防を直後支援

②沿岸の広域支援センターとの連携
③動員岡県地域リハ連絡協議会を通じて依頼

• 3月30目、タスクフォース・連絡会議の編成→4月1日、出動
→Nr..PT雫石→PT:陸前高田→OT:釜石

・各療法士会の協力を確認

・各場面で『役回り・雇用の重要性」を喚起

介箆予防活動の実践型を模索しJ'i?zーン化する

いわてリJ、-センターの支援活動

①避難所等における被災者の状況把握

②廃用防止のための運動指導

③その他、健康維持のための支援

④被災者への情報提供

⑤補装具・福祉用具の手配

⑥地域医療・保健・福祉との連携強化

'11年4月1回目

⑦関連諸国体(医師会・保健所・療法士会)との連携

⑧必要に応じた活動

仮設住宅問題を垣間みたホテル訪問

仮住ましb 帰る"家"を失ったということ

大多数は"目的(求職・転地etc.)"を持って避難

Vド日常的生活"の連続

強大なストレス(人間関係・フラッシユ1¥ックetc.)の継続

血圧変化・不眠・ウツなど情動不安定

“主治医"のもとに行けない・薬が切れた

カギをロックして閉じこもる

行事に参加するのは概ね閉じメンバー



の実態調査から

二ーズとして大きいのは.

1行政ー事聾者・民生委員のフォロー

2精神的ケア
3 生活ニーズ不満の解消

4.コミュニ子ィ田再建
5.雇用問阻経漬不安

世帯主査亡くした軍躍が多い
喪フォロー者4%
受信勧奨・服薬中断者が多い

心的ケア必要者は2:1で女性に書い

全介助者白羽目‘ 一部介助者の1/2は在宅

おそろしい速度で過ぎた1年

1.大規模災害と医療=救命と減災。

2 救命はDMAT.JMAT。

減災はリハ支援チームの独壇場。
減災の中核=災害連鎖の阻止=予防的リ1¥

+生活支援・生活機能支援

3 被災中心地で‘は行政もリハ・ケアもメンバーが欠落。

4.リハは災害援助法適用外職種。

災害支援こそリハの原点。
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変化するニーズと処方発災6ヶ月

同じ顔だと安心。

30/34 

クサクサしている。やることがない。

ストレスを発散したいa

-①18j皮をみた人"対策
ーサパイ1¥ーズギルト対策

グリーフケア

・②閉じこもり対策
同集団作業療法

心のケア+運動療法

ーサロン茶話会

コミュニティの再構築

・③役割・職欠乏対策
→政治の役割

パチンコ屋が満杯.土自由街道が渋滞.

誰かlこ(体験)を不安を話したい。

漠然とした不安。

主治医との縁が切れている人がいる。

留意した事項
過去の大災害の経験
孤独死，アル中 .. 

変 化 す る ニ ー ズ と 処 方 1年が経過して

・ 「予防的リハビリテーションJを中心!こ活動
生活機能確保を目標とした「介護予防Jが中心。
心理的ダメージの軽減にも効果(OTとして作用)? 

現在のところ有効に作用?

.今後、役割の再建 or創成がキーワード。

.今後に備えて

関係者間の"普段からの交流
本県で、は地域リハ整備推進システムが効果を発揮。

DMAT同棟、リハ支接出動を法案に加えるよう提言

したい。



地域包括ケア構築ヘ向けて

地域全体の病院・在宅介護

連携について

兵庫県立西播磨総合リハピリテーションセンター

リハピ、リテーション科

30，000 
20，000 

10，000 。

逢坂悟郎

日本の年齢別人口の変化

、、、、ノ符，~~~ 、、、l:> <...'" 
寸ザ~"~~~紗号、寸やややや
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総合リJ、ビ、リテーション

φ医学・職業・教育・社会の個別分野だけで実現
できるものではなく、また、専門家だけで達成
できるものではない。

φやはり当事者を中心とした多くの分野・職種の
総合的・持続的な協力と連携で初めて実現さ
れるものである。

(上回敏氏講演録より)

日本での後期高齢者数の変化

i混合)
25，000 

乎etPや efpooo，P乎etPrfp
1¥，'" ~ rc-' ~" C'¥.""-'¥，.'" '¥，.'" '¥，.'" '¥，..'-1 '¥y c'¥) 

国立役会保隊・人口問魁窃究所

超高齢社会を乗り切る条件
地域包括ケア研究会報告書

-地域包括ケアシステムとは

2010.3 

「中学校区単位で、個々 人のニーズに応じて、
365日24時間、医療・介護等の様々なサービス
が適切に提供できるような地峨での体制 J

-団塊の世代が後期高齢者となる2025年へ向けて
解決すべき課題を検討

コーディネーターは、地域包括支媛センター f



地域包括ケア研究会報告書
・在宅介護サービスの充実

高齢者の助け合いも大切な資源!ケアプランの一部へ

-パリヌフリー住宅の充実

早めの住み替えで、住み慣れた衝で暮らし続ける

ことができるように

-急性期病院での早めの退院調整

病院とケアマネジャー・開業医との連携システム

-早期退院患者に対応する在宅でのチーム医療・介護

地域包括(在宅)ケアが
で、きたとしても

病院との連携はできるのか??

退院調整が不十分な要介護者・障害者が

次々退院してきたら、

在宅ケアは耐えられるのか??

在宅退院要介護者の入院元病床
2010.4月

日::iGj庄三盟哩主主~~i"~E!i21~".-.fiJï iili':3:~~~]
。% 20% 40% 60% 80% 100% 

過半数が急性期病棟から退院。
退院調整の優先標題は急性期!

国立社会保障人ロ悶図研究所 111館組弘先生より

地域包括支援センターのコーディネート内容

-在宅医療・リハ・介腹の違繊

・365日24時間、医療・介11等
の織々なサービスの提供体制を
作るE仁田

..... 、.. 
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の
合
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け
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助
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-住民の助け合い活動を支復し
て、 これをケアプランに利用でき
るようにケアマネジャーと間盤

日本の退院調整の現状

圏
E
+
病
院
・
介
護
連
携

.

.
 医
療
遼
携

ケアマネジャーへのアンケート

利用者
退院された病院名 病院との

(市外の病院も} 退院..の連絡

1 有・無
2 有・書幅
3 有・無
4 有 ・無
5 有・録
自 有・無
7 有・無
自 有・無
自 有・無
1目 有・無

『先月の退院患者について教えてくださいJby包指支援センター
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北海道北見市の住民の退院調整もれ率

道東脳神経外科病院
間建弘氏より

兵庫県姫路市の住民の退院調整もれ率

でも、病院と在宅はバラバラでは協議できない

a 
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大阪府大東市の住民の退院調整もれ率

要介護(支援)者の

50%は退院調整を
受けずに退院(24.7月)

手厚い退院調整への加算が
診療・介護報酬ともにあるのに
(報酬だけでは限界が・・・)

病院・在宅が共にネットワーク化できたら

二次圏域の医療・介護をまとめる
コーディネーターが必要!



提案:二次圏域コーディネーターの役割

-疾患を関わない病院のネットワーヴ化

-市町村と協力して、包括支鐙セン9ー

のコーディネート能力を高める

-園峨レベルの在宅ネットワー舎を育成

-病院・在宅サービス遠鏡の鯛.

保健所の
二次圏域コーディネーター化

(広域支援センターのパートナー)

ヘ向けた活動

(たぶん日本初!) 

兵庫県での活動紹介
平成22年4月~

(大分県が2番手です!) 

いきなり保健所が頑張った事例

急性期病院ネットワーク・在宅連携

を作る方法(戦略)

兵庫県西播磨揖繭地区の話

この地区の10病院:急性期+療費座型病院多い。
MSWがいる病院は1つ。地均露連捜部門があるのは4つ。

僻地の病院群。
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とりあえずの理想像は

最大の候補は、

保健所+
広域支援センター

県庁地域リハ・ワーキング会議

西橋磨(揖穣地区)
看護部長さん達とお話しました

|飽野保健所 |

揖龍看腫協会 23.9.8

ケアマネジャーたちと協鎗して



急性期病院での

退院調整ルール(案)

ワンパターン、省エネ、
診療・介護報酬もバッテリ
患者・利用者は安心!
(看護師主体でできる)

揖龍ケアマネジャー会合
H23. 11. 21 

保健所が全面的に
皆さんの活動を支媛します

揖龍ケアマネジャー会合
H23. 11. 21 
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各病院の意向

-参加の意向

龍野中央病院、太子病院、揖保川病院

西はりまクリニック、御津病院、信原病院

とくなが病院、八重垣病院、栗原病院

西播磨病院

揖龍地区の10病院がネットワーク化!
結成までに1週間!保健所はすごい!

揖龍ケアマネジャー会合
H23. 11. 21 

揖龍ケアマネジャー会合

ケアマネジャーの皆さん

H23. 11.21 

それじゃ一、皆でカを
合わせてがんばろう!
オ-!オ-!

グループワークで
病院・介護連携への
決意を確認!



揖龍地区急性期病院・ケアマネ協議

姫路市急性期・介護協議

全疾患の急性期・介護連携には

区画
MSWがいる病院が多い都会では
全疾患の病院・介護連携ができる
のでしょうか?

(脳卒中病院ネットワークで多職種
がつながってますが・・・)

病院で、退院調整を必要とする患者は・ "

残りの患者は看霞部担当?
看滋師さんに頼るしかありません

全疾患の急性期・介護連携には
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[~月肌姫路市保健所州
西播看護協会にご説明 | 
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中播磨の病院ネットワーク

戸石川、井野、入江、共立、西播磨1)ハ、

f 姫路循環器病センター、厚生、神崎総合、

f 宍粟総合、園五でaミ.Jo井、城南多胡、

v城陽江尻、千看護部は疾患別・病院種別を区別
」しないので、地域全体の様々

f 長久、ツカ廿工工戸コン:J211な病院が集まってくる
v八家、播磨大宮τt
v姫路聖マリア、姫路赤十字、姫路田中、

竺竺主
28病院がネットワーク化

自立支援法 v.s. 介護保険法

65才

40才

サービス受給者数、
給付額とも

約10倍

若い陣害者 高齢者

園

平慮"年虚合短<l厳司J&.til5(・彦経J，.，陸奮
闘書省自主主鐘間付録環境について，.，防省

日本の退院調整の将来

68 

年始には広域での病院・介護連機が完成予定

自立支援法 v.s. 介護保険法

まとめ

サービス受給者数、
給付額とも

約10倍

.反..草11合組<l随..ti5(J写経J"fI省
陽省者自立支鍾給付.".~について際安省

-我が国の病院・在宅連携は、医療連携はすでに文化

だが、医療・介護連携は未成熟。

-ケアマネジャーへの退院謂整もれは、本人・家族の不

利益、在宅ケアスタッフの不要な労力につながる。

-どこの住民でも二次圏域以上の病院に入院。

-病院・ケアマネジャー連携は二次圏域以上で行う必要

-二次圏主義のコーディネータ一、地減包括支媛センター

が協力して活動すると、病院・ケアマネジャー連携が

実現する可能性が高まる。将来は自立支援分野も!

皆さ11..ご静8e1ii"がとうござい苦手しE言。



: 2012年9月21日(金)""22日(土)

:障害者スポーツ文化センター横浜ラポール(神奈川県横浜市港北区鳥山町1752)

横浜市総合リハビリテーションセンター(神奈川県横浜市港北区鳥山町1770)(22日分科会〕

:一般3，000円、学生1，000円

:公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会

ぺ(順不同・依頼中)

内閣府、厚生労働省、文部科学省、国土交通省、経済産業省、消費者庁、

社会福祉法人全国社会福祉協議会、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、

日本障害フォーラム、公益社団法人日本リハビリテーション医学会、

公益社団法人日本理学療法士協会、一般社団法人日本作業療法士協会、

一般社団法人日本言語聴覚士協会

:日本理学療法士協会認定及び専門理学療法士履修ポイン卜取得可能 (10ポイント)

日本作業療法士協会生涯教育制度ポイン卜取得可能 (1日1ポイント)

総合リハビリテーションにいかすICF
日時 :9月22日(土)1 2 : 1 5"-' 1 3 : 45 
会場:横浜ラポール(ラポールシアター)

講師:上回 敏((公財)日本障害者リハビリテーション協会顧問、元東京大学教授)

大川 弥生((独)国立長寿医療研究センター研究所生活機能賦活研究部部長)

参加費:1，000円、 400円(学生)※研究大会参加者は、 500円、 300円(学生)

申込方法:総合リハビリテーション研究大会の申込み用紙または、 Eメールによる

お申し込み (seikatsu@ncgg.go.jp)

リハビリテーションとは「全人間的復権Jという意味の言葉で、医療だけでない、総合的なものです。
本研究大会は、さまざまな分野の専門家と当事者が力を合わせて「総合リハビリテーシヨツjを一緒に考えてい

くことが特色です。
リハビリテーションをめぐる状況は大きく変化しています。生活機能力t低下した人たちゃ関与する専門職が増え、

また当事者や家族の積極的な参加が求められ、真の連携システムやプロクーラムが必要になってきました。
「総合リハビリテーシヨンJのあり方や進め方について再考し、原点に戻って皆で力を合わせて創っていくこと

が大きな課題です。そこで、一昨年か53回 (3年)連続して「総合リハビリテーションの新生jという共通テー
マを掘り下げていくこととしています。
今回は、地域リハビリテーションの実践をとおして「総合リハビリテーションjを追及するとともに、分科会で

は3年間の総括的議論も行う予定です。
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プログラム

10:00"'10:05 I開会挨拶 主催者代表炭谷 茂((公財)日本障害者リハビリテーション協会会長)

10:05"'10:20 I 歓迎挨拶 開催地代表 IJ¥JII 孟(元横浜市総合リハビリテーションセンターセンター長)

10:20"'12:00 I 基調講演 「総合リハビリテーションの実現に向けて
~地域リハビリテーションの実践から~J

第35回大会実行委員長伊藤 利之((福)慌英市リハヒリテーション事業団顧問)

12 : 00'" 13 : 15 I 昼食休憩(ラポールツアー)

13: 15'" 14: 45 Iシンポジウム 1r総合リハビリテーションの視点から災害を考える
一東日本大震災での実態把握にもとづいてーj

コーディネータ一

大川 弥生((独)国立長寿医療研究センター研究所生活機能賦活研究部)

シンポジスト

海老沢 真 (NHK文化福祉番組部)

西津 心 (ワークショ ップほのぼの屋)

丹羽 登(文部科学省初等中等教育局特別支援教育諜)

大川弥生

14:45"'15:00 I休憩

15 : 00'" 17 : 00 Iシンポジウム2r新たな地域リハビリテーションシステムの創造
一総合リハビリテーションの視点からーJ

17:00'" 

18:00'" 

コーテhイネーター

高岡 徹(横浜市総合リハビリテーションセンター医療部)

渡遺 慎一(横浜市総合リハビリテーションセンター理学・作業療法課)

シンポジスト

「発達障害に対する地域リハビリテーションJ~山梨県における新たなシステムの創造~
本田 秀夫(山梨県立こころの発達総合支援センター)

「高次脳機能障害に対する地域リハビリテーションJ~制度を超えた地域ネットワークの創造~
小田 芳幸(横浜市総合リハビリテーションセンター就労支援謀)

「介護保険サービスを利用した地域リハビリテーションJ'"地域生活を支えるデイサービスの創造~

藤原 茂((福)夢のみずうみ村)

(終了)
ラポールツアー

交流会(新横浜国際ホテル)予定

!参加者、講師らによる交流会を企画しました。

i多くの皆様のご参加を募ります。(会費制 :3.000円を予定): 
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9:45"'12:00 特別報告「障害者に関わる法制度改革の動向J
藤井 克徳(日本障害フォーラム幹事会議長)

鼎談「総合リハビリテーションの視点から見た障害者制度改革の動向J
コーディネーター

藤井克徳

パネリスト

早瀬憲太郎(映画監督)

大野更紗(作家)

指定発言者

井上

栗林

堀込

同tl{1申(国立障害者リハピリテーションセンター研究所福祉機器開発部)

環(横浜市立脳血管医療センター診療科)

真理子((福)東京コロニーl俄能開発室)

12:00"'13:30 昼食休憩

〔 13: 30.......16 : 0t  

留軍， 子ども f障害のある子どもの総合的な支援
ーライフステージと地域における領域・機関連携の視点、からーJ

座 長:松矢 勝宏(東京学芸大学名醤教授)/吉川 一義(金沢大学人聞社会研究域学校教育系)

パネリスト:小川 淳(横浜市総合リハピリテーションセンター)

大政 里美(広島市こども療育センター)

小津 信幸 (東京都立青崎学園)

E!D 労働・雇用(就労支援)r地域リハビリテーションにおける就労支援
一地域づくりとの関連で考える-J

座長: 松井 亮輔(法政大学名誉教授)/木村 伸也(愛知医科大学医学部)

パネリスト:向谷地 生良((福)浦河べてるの家 ・北海道医療大学)

戸枝陽基((福)むそう・(特mふわり)

松永 正昭((有)C・ネ ットサーピス)

助 言 者:依田 晶男(国立がん研究センター企画経営部・元労働省障害者雇用対策課)

E B  工学「支援機器の開発と地域リハビリテーション」

座 長:山内 繁((特非)支援技術開発樹誇)/松本 吉央((独)産業妓術総合研究所知能システム研究部門サービスロポティクス研究グループ)

パネリスト:松本吉央

諏訪 基(国立障害者リハピリテーションセンター研究所)

山内 繁
佐藤 史子(横浜市総合リハビリテーションセンタ一地域支援謀)

E1m 医療「地域リハビリテーションにおける総合性の追及
一総合リハビリテーションセンターの果たすべき役割と機能-J

座 長:吉永 勝副I(千葉県千葉リハビリテーションセンター)/伊麗 利之((福)横浜市リハビリテーシヨン事業団)

パネリスト:

rJII崎市における地域リハビリテーション構想 高次脳機能障害などの制度外対象者を含めてj
小島 久美子(川崎市北部リハピリテーションセンター)

「災害と地域リハビリテーションJ
高橋 明((財)いわてリハピリテーションセンター)

「地域包括ケア構築へ向けて 地域全体の病院・在宅介護連携についてj
逢坂 悟郎(兵庫県立西播磨総合リハピリテーションセンター西播鷹病院)
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( お申込み・その他 ) 
申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記申込先までFAXまたは電話等でご送付ください。

大会参加費は、下記の口座にお振り込みください。(原則として事前振込をお願いします。)

参加費:3，000円、 1，000円(学生)

※同時開催の flCF研修会Jの受講費と一緒に振込みも可能です。

その際、参加費は割引となります。

(研究大会+ICF研修会で3，500円、 1，300円(学生)) 

ゅうちょ銀行 O一九庖(ゼ口イチキユウ)

当座預金 6 1 172 0 
口座名 総合リハビリテーション研究大会

振替口座番号 00180-4-611720 
口座名 総合リハビリテーション研究大会

申込締切 :9月10日(月)

公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会企画課

干162・0052 東京都新宿区戸山 1-22-1 

TEL : 03-5292-7628 FAX: 03-5292-7630 

URL : http://www.normanet.ne.jpFrehab Mail : rehab@dinf.ne.jp 
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